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国費外国人留学生ハンドブック 

 

国費外国人留学生の種類 

 国費外国人留学生とは、外国籍を持ち、「出入国管理及び難民認定法」で定める「留学」の在留資

格で在留する学生で、以下のいずれかの身分で在学する学生を指します。 

 

① 研究留学生として大学院の修士課程、博士課程に在学する者及びこれらに先立ち 

日本語等予備教育を受ける者 

② 教員研修留学生として大学院に課程の修了を目的とせずに在学し、初等中等教育における 

指導方法等に関する研修を受ける者及びこれに先立ち日本語等予備教育を受ける者 

③ 学部留学生として大学の学部の課程に在学する者 

④ 日本語・日本文化研修留学生として、大学の学部に課程の修了を目的とせずに在学し、 

日本語能力及び日本事情・日本文化の理解を向上させるための研修を受ける者 

 

国費外国人留学生の留学期間 

① 研究留学生として大学院の修士課程、博士課程に在学する者 

６ヶ月の日本語等予備教育の期間に当該課程の修業年限に相当する年数を加えた期間以内 

② 教員研修留学生  

６ヶ月の日本語等予備教育の期間を含め１年６ヶ月以内 

③ 学部留学生  

１年の日本語等予備教育の期間に当該学部の修業年限に相当する年数を加えた期間以内 

④ 日本語・日本文化研修留学生 １年以内 

 

国費外国人留学生の奨学金支給期間延長について 

 進学を希望する優秀な国費外国人留学生で、文部科学省が定める条件を満たす者は、奨学金支給期

間を延長することができます。なお、延長については厳しく審査されますので、申請した学生全てが

延長を認められるわけではありません。 

１２月中旬に申請を受け付け、学内選考の上、１月中旬に文部科学省へ推薦します。延長の可否に

ついては２月下旬～３月上旬頃に文部科学省より本学へ通知されます。 

教員研修生、日本語・日本文化研修生は奨学金支給期間延長の申請をすることはできません。 
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奨学金支給期間延長の申請対象者 

●研究留学生 

・申請区分Ⅰ 

申請時に大学の研究生等の非正規生として在籍し、正規課程（修士/博士課程）に進学する者 

※非正規生の期間が予備教育期間を含めて２年以内で、かつ奨学金支給期間内に進学する者が対

象となる。 

 

・申請区分Ⅱ / 特別枠 

申請時に大学院修士課程に在籍し、大学院博士課程に進学する者 

※当初研究留学生として採用された者が対象となる。 

 

●学部留学生 

・申請区分Ⅲ 

申請時に大学学部に在籍し、大学院修士課程に進学する者 

※当初学部留学生として採用された者が対象となる。 

 

●特別延長 

・申請区分Ⅱ-2 

①当初学部留学生として採用→申請時に修士課程に在籍→大学院博士課程に進学する者 

②当初高等専門学校留学生として採用→申請時に修士課程に在籍→大学院博士課程に進学する者 

 

・申請区分Ⅲ-2 

当初高等専門学校留学生として採用→申請時に大学学部に在籍→大学院修士課程に進学する者 

 

※申請に際し、学業成績係数等による要件があります。 

 

国費外国人留学生の転科又は転学について 

 国費外国人留学生の転科又は転学は原則として認められていません。ただし、留学生の専門分野

等から判断し、転科又は転学することがやむを得ないと判断した場合にあっては、文部科学省との

協議により、転科又は転学が認められる場合があります。 

なお、大使館推薦国費外国人留学生については、奨学金支給期間延長申請の際に他大学に進学す

ることが可能です。大学推薦国費外国人留学生については、転学は認められません。 
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国費外国人留学生の在籍報告について 

国費外国人留学生は、毎月指定の期間に在籍簿に署名し、在籍報告をしなければなりません。在籍

報告後、その月の奨学金が支給されます。ただし、月末までに在籍報告が行われなかった場合は、そ

の月の奨学金は支給されませんので注意してください。帰国や学会出張などで在籍報告ができない場

合は必ず前月までに留学支援課または所属部局教務担当へ届け出てください。また、カリキュラム等

に明記された遠隔地におけるフィールドワーク・調査研究・インターンシップ等を理由として在籍報

告ができない場合、特別措置が認められることがあります。要件が厳格かつ文科省への事前相談・申

請が必要であるため、大学を離れる２ヶ月前までに留学支援課へ連絡してください。 

 ●在籍報告の場所 

文学部、法学部、教育学部、 

理学部、工学部、情報融合学環、 

共創学環 

社会文化科学教育部 

教育学研究科、自然科学教育部 

日本語研修生（予備教育） 

  

留学支援課 

（黒髪北キャンパス 全学教育棟

A 棟２階） 

   

薬学部、薬学教育部  薬学系事務室（教務担当） 

   

保健学科、保健学教育部  保健学系事務室（教務担当） 

   

医学科、医学教育部  医学系事務室（教務担当） 

 

国費外国人留学生の奨学金について 

●国費外国人留学生の奨学金月額 

・研究留学生（大学院レベル）  

博士課程 １４５，０００円 

修士課程 １４４，０００円 

研究生 １４３，０００円 

・学部留学生（学部レベル） １１７，０００円 

  ＊国費外国人留学生が休学した場合は、休学期間中の奨学金は支給されません。 

また、長期にわたり欠席した場合にも奨学金は支給されません。 
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国費外国人留学生の奨学金支給取り止めについて 

 国費外国人留学生が以下の事項に該当する場合、奨学金の支給が取り止めとなりますので注意して

ください。 

 

（給与支給の停止） 

１．申請書類に虚偽・不正の記載があることが判明したとき 

２．文部科学大臣への誓約事項に違反したとき  

３. 日本の法令に違反し、無期又は一年を超える拘禁に処せられたとき 

４．大学における学則等に則り、懲戒処分として退学・停学・訓告及びこれらに類する処分を 

受けた場合あるいは除籍となったとき  

５．大学において学業成績不良や停学、休学等により標準修業年限内での修了が不可能であること 

が確定したとき 

６．日本語等予備教育施設における課程を修了できなかったとき 

７．「留学」の在留資格から他の在留資格に変更になったとき 

８．本奨学金との併給が認められていない奨学金（日本政府及び日本政府関係機関拠出のその他 

奨学金・フェローシップ等）の支給を受けたとき 

 

<併給が認められていない奨学金> 

独立行政法人等 奨学金等 

独立行政法人 

日本学生支援機構（JASSO） 

留学生受入れ促進プログラム 

海外留学支援制度（協定受入） 

高度外国人材育成課程履修支援制度 

独立行政法人 

日本学術振興会（JSPS） 
特別研究員（DC） 

国立研究開発法人 

科学技術振興機構（JST） 

科学技術イノベーション創出に向けた 

大学フェローシップ創設事業 

次世代研究者挑戦的研究プログラム 

（ＳＰＲＩＮＧ） 

次世代 AI 人材育成プログラム 

独立行政法人 

国際協力機構（JICA） 

人材育成奨学計画（JDS）、 

大学の学位課程に就学する技術研修員等 

独立行政法人 

国際交流基金（JF） 
日本研究フェローシップ等 
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９．学長が国費外国人留学生として不適当であると判断したとき 

１０．「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」において採用された大学推薦 

（特別枠）による国費外国人留学生の１年毎の各時点における学業成績係数が、2.30/3.00 を 

下回ったとき 

 

国費外国人留学生の渡日旅費・帰国旅費について 

 ●渡日旅費 

国費外国人留学生として選定され渡日する者には、渡日旅費として文部科学省より航空券が支給

されます。現金では支給されません。渡日旅費として航空券を支給されて来日した国費外国人留

学生は、使用した航空券の半券（ボーディングパス）等を留学支援課へ提出してください。 

 

●帰国旅費 

  以下の者には、帰国旅費として、大学を通して帰国するための航空券が支給されます。 

１． 研究留学生で留学期間を終了し、研究を終了した者 

２． 教員研修留学生で留学期間を終了し、教員研修を修了した者 

３． 学部留学生で留学期間を終了し、大学を卒業した者 

４． 日本語・日本文化研修留学生で留学期間を終了し、日本語・日本文化研修を修了した者 

 

  ＊帰国旅費（帰国のための航空券）の申請については、３月帰国の場合には前年の１２月頃、９

月帰国の場合には６月頃に留学支援課から対象者へ案内をします。なお、帰国希望日の決定には、

指導教員の許可が必要です。（帰国日の最終的な決定は文科省の判断により行われます。） 

 

日本語教育について 

 熊本大学では、日本語の学習経験がない０から１レベルの初級の講座や中級・上級レベルの日本語

クラスを開講しています。受講資格、コマ数など受講の制限があるものもありますが、本学のほとん

どの日本語学習希望者に適切な日本語クラスが用意されています。 

日本語クラスのスケジュール等、詳細については、熊本大学公式ウェブサイト内「日本語を学びた

い方へ」に掲載している『日本語クラス案内』をご覧ください。 

 

●日本語研修コースについて 

大使館推薦国費研究留学生、教員研修留学生については、正規学生、研究生等として各部局に在

籍する前に、日本語研修生として６ヶ月間の集中的な日本語教育(日本語研修コース)を受けるこ

とができます。 

 

 



J - 6 

 

宿舎について 

●国際交流会館について 

国際交流会館は毎年２回入居者を募集します。募集要項および入居申請期間は各部局を通じて通

知し、熊本大学公式ウェブサイトにも掲載します。国際交流会館は、身分により半年間、あるい

はプログラム期間満了日まで入居できます。また、空室がある場合に限り、希望者は選考の上、

半年間の入居期間延長をすることができます。 

 

  ４月期入居者募集：１月初旬に募集要項掲載、１月下旬提出締め切り 

 １０月期入居者募集：７月初旬に募集要項掲載、７月下旬提出締め切り 

 

●県営・市営住宅への入居について 

家族がいる外国人留学生は県営・市営住宅に申し込むことができます。申込を希望される方は、

下記ウェブサイトより募集状況等ご確認いただき、各自お申込ください。 

熊本市（中央・北・西区）市営住宅管理センター： 

https://www.city-kumamoto-jyutaku.jp/ 

熊本市（東・南区）市営住宅管理センター： 

https://www.city-kumamoto-jutaku.jp/se/ 

 

在留資格について 

留学支援課及び各地区の国際業務推進オフィサーは、外国人留学生の在留資格に関する各種手続き 

を行っています。 

 

●在留期間更新について 

国費外国人留学生の在留資格「留学」が許可される期間は※３ヶ月、６ヶ月、１年、１年３ヶ月、

２年、２年３ヶ月、３年、３年３ヶ月、４年、４年３ヶ月です。在留期間を超えて在学する場合

には在留期間更新の手続きをとらなければなりません。期限が切れる３ヶ月前より手続きをする

ことができます。更新の手続きは留学支援課及び本荘キャンパスの国際業務推進オフィサーで受

け付けています。 

 

 ●資格外活動許可について 

日本に住む留学生がアルバイトをする場合は、入国管理局の許可が必要ですので、事前に必ず 

「資格外活動許可申請」を行ってください。入国管理局へ直接申請することはできませんので、

申請書は留学支援課に提出してください。アルバイトができる時間は、週 28時間まで、長期休

暇中は 1日 8時間（週 40時間）までと決められていますので注意してください。なお、スナッ

ク、ラブホテルなど風俗関係のアルバイトや夜遅くの仕事、危険を伴う仕事はできません。 

申請に必要な書類は以下のサイトから確認してください。 
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熊本大学公式 HP： 

https://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/gaikokujinryuugakusei/zairyuushikaku 

 

●在留資格の変更について 

奨学金支給期間終了後（卒業後）も引き続き日本に滞在するためなどで在留資格を「留学」から

変更する場合は、必ず事前に留学支援課に相談してください。なお、奨学金支給期間中に在留資

格を「留学」以外に変更した場合、奨学金の支給が取り止めとなりますのでご注意ください。 

 

●再入国許可について 

有効な旅券及び在留カードを所持する学生で、出国後１年以内（在留期限が出国後１年未満に到

来する場合は、その在留期限まで）に日本へ帰国する場合は再入国許可を受ける必要はありませ

んが、みなし再入国許可をとって日本を出国する必要があります。出国の際には必ず旅券及び在

留カードをお持ちください。 

※出国後 1 年以内に在留期限が切れる場合は、期限が切れる前に日本へ再入国する必要がありま

す。 

出入国在留管理庁： 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html 

 

●家族の来日について 

本国より家族を呼び寄せて日本で一緒に暮らす場合には、家族一人一人について在留資格「家族

滞在」が必要です。留学生が家族を呼び寄せる際には、日本で十分生計を立てていける見込みが

あること、留学生本人が十分日本の生活に馴染んでいるかがポイントとなります。 

 

チューター制度について 

渡日したばかりの留学生を支援するためにチューター制度があります。チューターは留学生所属の 

各部局によって選ばれ、活動報酬をもらいます。期間は、大学院生（研究生を経て正規課程に入学 

した場合、研究生でチューターを付けた期間も入れて１年）・研究生は１年、学部生は２年以内です。

留学生は、この期間内にチューターに大学での学校生活などの問題について相談することができます。 

  

相談窓口について 

１）健康相談  

保健センターでは、留学生の健康相談を受け付けています。 

２）生活相談 

留学支援課で生活相談を受け付けています。 
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大切な手続 

 
「留学生の手引き」をよく読み、下記手続きをできるだけ早く行ってください。 

分からない場合は、チューターや留学支援課及び各地区の国際化業務推進オフィサーにお尋ねくださ

い。 

  

１． 住居地の（変更）届出   手続場所：熊本市中央区役所区民課 

                 手続期間：住居地を定めてから１４日以内 

                 必要書類：住民異動届、パスポート、在留カード 

（住民異動届は留学支援課か区役所で受取可） 

    

 

２．国民健康保険への加入   手続場所：熊本市中央区役所 

                

３．国民年金への加入 

２０歳以上の留学生は必ず国民年金に入らなければなりません。国民年金に入るためには，

毎月１７,５１０円（２０２５年度）の保険料を払う必要があります。国民年金は、加入者

が高齢になったり障害を負ったりした時に保険金を受け取ることができる制度です。区役所

で国民健康保険に加入する時に一緒に手続きできます。学生本人に一定以上の所得がない場

合は保険料の納付が猶予されますので別に申請して下さい（正規学生は「学生納付特例申請」、

非正規生は「免除申請」）。詳しくは、区役所に問い合わせてください。 

 

４．ゆうちょ銀行口座の開設  手続場所：郵便局 

                 必要書類：パスポート、在留カード、学生証 

※印鑑が必要な場合があります 

 

   

５．入国管理局への所属機関に関する届出（日本国内の別の学校から熊本大学に入学した学生のみ） 

                 手続方法：インターネットでの届出、 

福岡入国管理局熊本出張所への出頭、または 

必要書類を東京入国管理局へ郵送 

                 手続期間：大学に入学してから１４日以内 

                 必要書類：届出書（留学支援課又は入国管理局にあります）、 

在留カードのコピー 

 

  ※国費外国人留学生の方は、奨学金の振り込みはゆうちょ銀行口座に振り込まれますので、来日

後、速やかにゆうちょ銀行の口座を開設し、通帳を持って留学支援課に来てください。 

 

新入留学生オリエンテーションについて 
e ラーニングによる生活支援オリエンテーションで渡日後にすべき手続きや日本（熊本）での生

活について説明を行いますので、新入留学生は必ず受講してください。 

 

お問い合わせ  
         

熊本大学学生支援部留学支援課 

電話：０９６－３４２－２１０３、２１３３ 

FAX：０９６－３４２－２１３０ 

E-mail：gji-ryugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp 
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教育・学生支援機構 留学支援部門 
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